
令和3年8月6日 
新設分割にかかる事前開示書面  

（会社法第803条第1項および会社法施行規則第205条に基づく開示書面）  
 

東京都港区虎ノ門四丁目 1 番 28 号 
株式会社シグマクシス 
代表取締役 富村 隆一 

 
 

 当社は、2021年7月28日付けで作成した新設分割計画に基づき、当社が営むコンサルティ

ング事業に関して有する権利義務を、新たに設立する株式会社シグマクシス（以下「新設分

割設立会社」という。）に承継させる新設分割（以下「本件新設分割」という。）を行うこ

とといたしました。  
本件新設分割に関する事項は、下記のとおりです。  
 

記 
 
1. 新設分割計画の内容（会社法第803条第1項第2号）  
 

2021年7月28日付けの新設分割計画の内容は、別紙のとおりです。  
 

2. 新設分割の対価に関する定めの相当性に関する事項（会社法施行規則第205条第1号イ）  
 

（1）交付する株式数の相当性に関する事項  
新設分割設立会社は、本件新設分割に際して新たに株式を発行し、その全てを当社に

割当交付いたします。 
新設分割設立会社が発行する株式数については、新設分割設立会社が承継する資産等

の事情を考慮した結果、400株といたしました。 
なお、交付株式数につきましては、新設分割設立会社の株式の全てが当社に割り当て

られることから、本件新設分割による当社の純資産に変動がなく、これを任意に定め

ることができるものと認められます。当社は、適切な出資単位の設定その他諸般の事

情を勘案した結果、上記の株式数が相当であると判断いたしました。 
 

（2）資本金及び準備金の額の相当性に関する事項  
新設分割設立会社の設立時における資本金及び準備金の額は、新設分割設立会社の事

業規模及び財務状況その他の事情を総合的に考慮し、以下のとおりとすることが相当

であると判断いたしました。 
① 資 本 金 の 額：金200,000,000円 
② 資本準備金の額：金200,000,000円 
 

3. 最終事業年度の末日後に生じた当社の重要な後発事象等の内容（会社法施行規則第205
条第6号イ） 

 
（1）持株会社制への移行およびグループ内組織再編、ならびに資本業務提携を伴う第

三者割当増資について 
 
当社は、令和 3 年 4 月 22 日付で公表しました「会社分割（簡易吸収分割及び簡易新設

分割）による持株会社体制への移行、第三者割当による新株式の発行並びに資本・業務

提携に関するお知らせ」に記載のとおり、令和 3 年 4 月 22 日開催の取締役会において、

2021 年 10 月（予定）に持株会社制へ移行することを決定いたしました。また、移行お

よびグループ再編にともない、成長戦略の加速に向けて第三者割当増資を行うことを



あわせて決定いたしました。 
第三者割当増資の割当予定先は伊藤忠商事株式会社（以下、「伊藤忠商事」）であり、事

業の強化・拡大、新規事業の創出に向けた資本・業務提携契約を締結いたしました。 
 
持株会社体制への移行に伴う簡易吸収分割の概要は以下のとおりです。 
① 目的 
投資事業のサービス能力の強化を目的として、2021 年 4 月 1 日付で設立した当社 100%
子会社である株式会社シグマクシス・インベストメントに対し、当社の投資事業を承継

いたしました。 
② 吸収分割する事業内容、分割する資産の帳簿価額 
事業の内容 アライアンス事業 
分割資産  850 百万円(効力発生日時点) 
③ 吸収分割の形態 
当社を分割会社とし、株式会社シグマクシス・インベストメントを吸収分割承継会社と

する簡易吸収分割 
④ 吸収分割の時期 
2021 年 6 月 8 日 
 
伊藤忠商事を割当先とする第三者割当増資の概要は以下のとおりです。 
① 発行株式数 2,050,000 株（シグマクシスの発行済株式数の 8.85％） 
② 発行価格 1 株につき 1,735 円 
③ 払込金額の総額 3,556,750,000 円 
④ 増加する資本金 1,778,375,000 円 
⑤ 増加する資本準備金 1,778,375,000 円 
⑥ 払込期日 2021年5月10日 

 
4. 効力発生日以後における債務の履行の見込みに関する事項（会社法施行規則第205条第

7号）  
（1）当社の債務の履行の見込みに関して 

当社の2021年3月31日現在の貸借対照表における資産の額及び負債の額はそれぞれ約

10,193百万円及び約4,777百万円であり、本件新設分割により、効力発生日において当

社から新設分割設立会社に承継する資産の額は約592百万円、負債の額は約192百万円

を見込んでおり、資産の額が負債の額を上回ることが見込まれます。 
また、本件新設分割の効力発生日後における当社の債務の履行に支障をきたすような

事象の発生及びその可能性は、現在までのところ認識されておりません。 
以上より、本件新設分割の効力発生日後における当社の債務につき、履行の見込みが

あるものと考えます。 
 

（2）新設分割設立会社の債務の履行の見込みに関して  
本件新設分割において当社から新設分割設立会社への承継の対象となる資産の額は約

592百万円、負債の額は192百万円となっており、資産の額が負債の額を上回ることが

見込まれます。 
また、本件新設分割後における新設分割設立会社の収益状況について、新設分割設立

会社の負担する債務の履行に支障を及ぼすような事態は、現在のところ予測されてお

りません。 
 
以上のとおりですので、本件新設分割によっても、新設分割設立会社の負担する債務

の履行の見込みについては特段の支障がないと判断いたしました。 
 

以上 



別紙






















